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滞留者に関すること。 秘－１ 応急 ○

復興計画の策定と、策定に関わる企画及び総合調
整に関すること。

秘－２ 応急 ○

本部長・副本部長の秘書に関すること。 秘－３ 応急 ○

市長会等を通じて国会・中央官庁等に対する要望
等災害関係資料の取りまとめ及び陳情に関するこ
と。

秘－４ 応急 ○

災害見舞の応接に関すること。 秘－５ 応急 ○

慶弔事務に関すること。 秘－６ 通常 ○

視察への対応に関すること。 秘－７ 応急 ○

防災功労者に対する褒賞及び表彰に関すること。 秘－８ 応急 ○

災害取材及び記録写真に関すること。 応急

　①災害取材及び災害記録写真撮影に
      関すること。

広－１ ○

　②災害取材記録・災害記録写真の整理及び
      提供に関すること。

広－２ ○

各報道機関に対する災害対策の発表及び情報の
提供に関すること。

広－３ 応急 ○

広報車による住民等への警戒・災害情報伝達に関
すること。

広－４ 応急 ○

災害広報に関すること。 広－５ 応急 ○

非常配備員の出勤状況の取りまとめに関するこ
と。

人－１ 応急 ○

職員及び家族の安否確認に関すること。 人－２ 応急 ○

職員の配置調整に関すること。 人－３ 応急 ○

職員の安全衛生、給食等に関すること。 人－４ 応急 ○

他自治体等からの応援職員の受入れに関するこ
と。

人－５ 応急 ○

職員の任用、服務、解雇、賞罰及び身分に関する
こと。

人－６ 通常 ○

職員の給与等に関すること。 人－７ 通常 ○

市町村職員共済組合に関すること。 人－８ 通常 ○

データファイルの管理、データの保護及びシステム
等の復旧に関すること。（詳細は以下のとおり）

応急

　①情報系システム（インターネット通信関連） 情－１ ○

　②住基・税オンラインシステム 情－２ ○

　③統合型GIS 情－３ ○

　④情報系システム（グループウェア・共有フォル
ダ）

情－４ ○

　⑤本庁舎と一色・吉良・幡豆支所とのネットワーク 情－５ ○

　⑥本庁舎と外部施設とのネットワーク 情－６ ○

  ⑦財務会計システム 情－７ ○

  ⑧上記以外のシステム 情－８ ○
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来庁者の安全確保に関すること。 総－１ 応急 ○

庁舎及び附属建物の機能維持に関すること。 総－２ 応急 ○

電話及び臨時電話に関すること。 総－３ 応急 ○

自衛隊派遣部隊の受入れの協力に関すること。 総－４ 応急 ○

市が保有する備蓄品の管理に関すること。 総－５ 応急 ○

公用令書の発行に関すること。 総－６ 応急 ○

公告式に関すること。 総－７ 通常 ○

文書及び物品の収受及び発送に関すること。 総－８ 通常 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 総－９ 応急 ○

漂流物に関すること。 総－１０ 通常 ○

燃料の調達に関すること。 財－１ 応急 ○

災害対応に必要な経費の確保に関すること。 財－２ 応急 ○

災害時における財政運営に関すること。 財－３ 応急 ○

災害復旧工事等における契約事務に関すること。 財－４ 応急 ○

災害に係る住家の被害認定に関すること。 税－１ 応急 ○

罹災証明に関すること（住家の被害に係る部分に
限る。）。

税－２ 応急 ○

市税の納期限延長及び減免措置に関すること。 税－３ 応急 ○

市税の減収・減免資料の収集に関すること。 税－４ 応急 ○

税務班の応援に関すること。 収－１ 応急 ○

災害に係る市税等の滞納金の徴収猶予に関する
こと。

収－２ 応急 ○

避難場所、避難所及び他部の協力に関すること。 資－１ 応急 ○

公共建築物が被害を受けた場合の復旧に係る情
報収集及び相談に関すること。

資－２ 応急 ○

市有自動車の配車に関すること。 資－３ 応急 ○

車両の調達に関すること。 資－４ 応急 ○

市有財産関係施設の被害調査の取りまとめに関
すること。

資－５ 応急 ○

協定締結先からの応急対策資機材の調達に関す
ること。

資－６ 応急 ○
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災害対策本部の設置及び運営に関すること。 危－１ 応急 ○

地震、気象情報等の受理伝達に関すること。 危－２ 応急 ○

避難指示等の発令に関すること。 危－３ 応急 ○

避難所の開設指示及び収容人数の調整に関する
こと。

危－４ 応急 ○

災害情報及び被害状況の収集に関すること。 危－５ 応急 ○

県等への被害報告及び連絡調整に関すること。 危－６ 応急 ○

防災行政無線の統制に関すること。 危－７ 応急 ○

災害救助法の事務に関すること。 危－８ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 危－９ 応急 ○

自衛隊の派遣要請及び受入れに関すること。 危－１０ 応急 ○

協定団体への要請に関すること。 危－１１ 応急 ○

避難場所、避難所及び避難者の総括に関するこ
と。

危－１２ 応急 ○

県への要請及び受入れの総括に関すること。 危－１３ 応急 ○

警察署との連絡調整に関すること。 危－１４ 応急 ○

危機管理班の応援に関すること。 危－１５ 応急 ○

緊急通行車両の確保と手配に関すること。 危－１６ 応急 ○

被災地及び避難場所・避難所の防犯に関するこ
と。

危－１７ 応急 ○

避難所の開設に関すること。 避－１ 応急 ○

被害状況及び避難状況等の情報収集・伝達に関
すること。

避－２ 応急 ○

福祉避難所に移送すべき要配慮者の把握及び移
送に関すること。

避－３ 応急 ○

発災後の余震等への対応に関すること。 避－４ 応急 ○

傷病者の対応に関すること。 避－５ 応急 ○

備蓄食料の取出し及び配布に関すること 避－６ 応急 ○

避難場所・避難所における必要物資の取りまとめ
及び要請、受入れ並びに配分に関すること。

避－７ 応急 ○

避難場所・避難所における給水に関すること。 避－８ 応急 ○
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福祉関係施設への警戒・災害情報伝達並びに連
絡調整に関すること。

福－１ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 福－２ 応急 ○

避難行動要支援者（障害者）の情報提供に関する
こと。

福－４ 応急 ○

赤十字救援物資等の受領及び配分に関すること。 福－６ 応急 ○

福祉避難所の開設と連絡調整に関すること。 福－５ 応急 ○

西尾市社会福祉協議会との連絡調整に関するこ
と。

福－３ 通常 ○

民生委員及び児童委員との連絡調整に関するこ
と。

福－７ 応急 ○

西尾市赤十字奉仕団に関すること。 福－８ 応急 ○

被災者生活再建支援に関すること。 福－９ 応急 ○

災害見舞金、災害弔慰金の支給及び災害援護資
金等の貸付に関すること。

福－１０ 応急 ○

罹災者に対する生活保護に関すること。 福－１１ 応急 ○

行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 福－１２ 応急 ○

各種障害者（児）手当に関すること。 福－１３ 通常 ○

高齢者施設への警戒・災害情報伝達並びに連絡
調整に関すること。

長－１ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 長－２ 応急 ○

介護老人福祉施設等との連絡に関すること。 長－３ 応急 ○

避難行動要支援者(高齢者･要介護認定者)の情報
提供に関すること。

長－４ 応急 ○

福祉避難所の開設と連絡調整に関すること。 長－５ 応急 ○

保健班の協力に関すること。 保－１ 応急 ○

国民健康保険資格確認書並びに後期高齢者医療
資格確認書再交付に関すること。

保－２ 応急 ○

福祉医療受給者の資格の問合せに関すること。 保－３ 応急 ○

災害に係る国民健康保険税の納期限延長及び減
免措置に関すること。

保－４ 応急 ○

災害に係る国民年金保険料の免除の受付に関す
ること。

保－５ 応急 ○

災害に係る後期高齢者医療保険料の徴収猶予及
び減免の受付に関すること。

保－６ 応急 ○

養育医療の給付に関すること。 保－７ 通常 ○

健康
福祉部
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医療救護所に関すること。 健－１ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 健－２ 応急 ○

保健所との連絡に関すること。 健－３ 応急 ○

医薬品、衛生資材の確保及び配分に関すること。 健－４ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 健－５ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 健－６ ○

防疫に関すること。 健－７ 応急 ○

被災者の健康管理に関すること。 健－８ 応急 ○

佐久島診療所の管理及び運営に関すること。 健－９ 通常 ○

母子健康手帳の交付に関すること。 健－１０ 通常 ○

予防接種に関すること。 健－１１ 通常 ○

母子保健に関すること。 健－１２ 通常 ○

学生の安全確保に関すること。 看－１ 応急 ○

看護専門学校施設の機能維持に関すること。 看－２ 応急 ○

看護専門学校で開設・運営される福祉避難所に関
すること。

看－３ 応急 ○

健康班及び市民病院の協力に関すること。 看－４ 応急 ○

学校の管理・運営に関すること。 看－５ 通常 ○

所管施設への警戒・災害情報伝達に関すること。 子育－１ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 子育－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 子育－３ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 子育－４ ○

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当及
び遺児手当に関すること。

子育－５ 通常 ○

所管施設への警戒・災害情報伝達に関すること。 保育－１ 応急 ○

園児及び所管施設利用者の安全確保に関するこ
と。

保育－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 保育－３ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 保育－４ ○

避難所等での臨時保育に関すること。 保育－５ 応急 ○

園の管理・運営に関すること。 保育－６ 通常 ○

所管施設への警戒･災害情報伝達に関すること。 家－１ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 家－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 家－３ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 家－４ ○
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所管施設利用者の安全確保に関すること。 地－１ 応急 ○

公共交通対策に関すること。 応急

　①交通事業者の被害状況に関すること。 地－２ ○

　②交通事業者の復旧情報に関すること。 地－３ ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 地－４ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 地－５ ○

ボランティア支援本部に関すること。 応急

　①ボランティア支援本部開設のための情報収集
　　 と連絡調整に関すること。

地－６ ○

　②ボランティア支援本部の開設・運営に関する
　　 こと。

地－７ ○

　③ボランティア地区支援センター開設のための
　　 情報収集と検討に関すること。

地－８ ○

　④ボランティア地区支援センターの開設・運営
　　  に関すること。

地－９ ○

災害多言語支援センターに関すること。 応急

　①災害多言語支援センター開設のための情報収
集に関すること。

地－１０ ○

　②災害多言語支援センターの開設・運営に関す
ること。

地－１１ ○

　③多言語地区支援センター開設及び運営に関す
ること。

地－１２ ○

町内会、市民団体、ＮＰＯ団体等との連絡調整に
関すること。

地－１３ 応急 ○

来客者の安全確保に関すること。 一色－１ 応急 ○

地区対策班の設置及び運営に関すること。 一色－２ 応急 ○

非常配備員の出勤状況の取りまとめに関するこ
と。

一色－３ 応急 ○

被害情報の収集及び本部への報告に関すること。 一色－４ 応急 ○

防災行政無線等の運用に関すること。 一色－５ 応急 ○

住民等への警戒・災害情報伝達に関すること。 一色－６ 応急 ○

支所の機能維持及び市有車両の運用に関するこ
と。

一色－７ 応急 ○

避難場所、避難所の連絡・調整に関すること。 一色－８ 応急 ○

戸籍の届出（埋火葬許可証の発行を含む。）の受
付に関すること。

一色－９ 通常 ○

佐久島振興班との連絡に関すること。 一色－１０ 応急 ○

住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 一色－１１ 通常 ○

市民部
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課

一色
支所

一色地
区対策

班
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来庁者の安全確保に関すること。 吉－１ 応急 ○

地区対策班の設置及び運営に関すること。 吉－２ 応急 ○

非常配備員の出勤状況の取りまとめに関するこ
と。

吉－３ 応急 ○

被害情報の収集及び本部への報告に関すること。 吉－４ 応急 ○

防災行政無線等の運用に関すること。 吉－５ 応急 ○

住民等への警戒・災害情報伝達に関すること。 吉－６ 応急 ○

支所の機能維持及び市有車両の運用に関するこ
と。

吉－７ 応急 ○

避難場所、避難所の連絡・調整に関すること。 吉－８ 応急 ○

戸籍の届出（埋火葬許可証の発行を含む。）の受
付に関すること。

吉－９ 通常 ○

住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 吉－１０ 通常 ○

来庁者の安全確保に関すること。 幡－１ 応急 ○

地区対策班の設置及び運営に関すること。 幡－２ 応急 ○

非常配備員の出勤状況の取りまとめに関するこ
と。

幡－３ 応急 ○

被害情報の収集及び本部への報告に関すること。 幡－４ 応急 ○

防災行政無線等の運用に関すること。 幡－５ 応急 ○

住民等への警戒・災害情報伝達に関すること。 幡－６ 応急 ○

庁舎の機能維持及び市有車両の運用に関するこ
と。

幡－７ 応急 ○

避難場所、避難所の連絡・調整に関すること。 幡－８ 応急 ○

戸籍の届出（埋火葬許可証の発行を含む。）の受
付に関すること。

幡－９ 通常 ○

住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 幡－１０ 通常 ○

所管施設の機能維持に関すること。 市－１ 応急 ○

遺体の処理・埋火葬に関すること。 市－２ 応急 　 ○

戸籍の届出の受付に関すること。 市－３ 通常 ○

住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 市－４ 通常 ○

戸籍システムに関すること。 市－５ 通常 ○

災害相談窓口の設置に関すること。 市－６ 応急 ○

在留関連事務に関すること。 市－７ 通常 ○

所管施設への警戒・避難情報伝達に関すること。 観－１ 応急 ○

関係団体との連絡調整に関すること。 観－２ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 観－３ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 観－４ ○

　②.所管施設の復旧に関すること。 観－５ ○

物資の受領・配分及び輸送に関し商工振興班の協
力に関すること。

観－６ 応急 ○

関係団体への被害調査報告の受理に関すること。 観－７ 応急 ○

所管施設の活用への協力に関すること。 観－８ 応急 ○

市民部

交流
共創部

吉良地
区対策

班

吉良
支所

幡豆地
区対策

班

幡豆
支所

市民班 市民課

観光文
化振興

班

観光文
化振興

課
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所管施設への警戒・避難情報伝達に関すること。 ス－１ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 ス－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 ス－３ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 ス－４ ○

所管施設の活用への協力に関すること。 ス－５ 応急 ○

佐久島ナビステーション及び佐久島の施設への警
戒・避難情報伝達に関すること。

佐－１ 応急 ○

渡船施設及び乗客等への警戒・避難情報伝達に
関すること。

佐－２ 応急 ○

佐久島ナビステーション及び佐久島における島民
及び滞留者に関すること。

応急

　①島民及び滞留者への避難指示、誘導及び
　　 情報把握に関すること。

佐－３ ○

　②滞留者の帰宅支援に関すること。 佐－４ ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 佐－５ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 佐－６ ○

船舶・渡船施設等の被害調査及び復旧に関するこ
と。

応急

　①船舶、渡船施設、航路の被害調査に関する
　　 こと。

佐－７ ○

　②船舶、渡船施設の復旧に関すること。 佐－８ ○

渡船の臨時運航に関すること。 佐－９ 応急 ○

渡船の定期運航の再開に関すること。 佐－１０ 通常 ○

勤労会館への警戒・避難情報伝達に関すること。 商－１ 応急 ○

勤労会館の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①勤労会館の被害調査に関すること。 商－２ ○

　②勤労会館の復旧に関すること。 商－３ ○

その他所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①その他所管施設の被害調査に関すること。 商－４ ○

　②その他所管施設の復旧に関すること。 商－５ ○

物資集積拠点の運営に関すること。 応急

　①協定締結先からの物資の受領・配分及び輸送
　　に関すること。

商－６ ○

　②救援物資（PUSH型）の受領・配分及び輸送に
　　関すること。

商－７ ○

土地開発公社の開発用地（保有中）の被害調査及
び復旧に関すること。

応急

　①土地開発公社の開発用地（保有中）の被害調
      査に関すること。

商－８ ○

　②土地開発公社の開発用地（保有中）の復旧に
      関すること。

商－９ ○

消費生活センターの警戒・避難情報伝達に関する
こと。

応急

消費生活センターの被害調査及び復旧に関するこ
と。

応急

交流
共創部

産業部
商工振
興班

商工振
興課

佐久島
振興課

スポー
ツ振興

班

スポー
ツ振興

課

佐久島
振興班
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農林水産班の編成に関すること。 農－１ 応急 ○

物資の調達に関すること。 農－２ 応急 ○

林道の安全に関すること。 農－３ 応急 ○

飼養状況の確認及び家畜の伝染病の予防及び防
疫に関すること。

農－４ 応急 ○

死亡獣畜及び水産関係廃棄物の取扱いに関する
こと。

農－５ 応急 ○

農林水産関係の被害調査に関すること。 農－６ 応急 ○

病害虫異常発生の防除に関すること。 農－７ ○

農林漁業者の経営復旧に関すること。 農－８ ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。
　※いきものふれあいの里

環保－１ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。
　※いきものふれあいの里

環保－２ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 環保－３ ○

　②所管施設の復旧に関すること。
　※いきものふれあいの里

環保－３ ○

環境汚染の防止に関すること。 環保－４ 応急 ○

公害の処理に関すること。 環保－５ 応急 ○

放浪動物及びペットに関すること。 環保－６ 応急 ○

狂犬病予防法に関すること。 環保－７ 通常 ○

災害廃棄物対策室の設置に関すること。 ごみ－１ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 ごみ－２ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 ごみ－３ ○

ごみ・し尿等廃棄物の収集に関すること。 応急

　①委託業者の被害状況把握に関すること。 ごみ－４ ○

　②支援要請と受け入れの連絡調整（各班）に
　　 関すること。

ごみ－５ ○

　③住民等への広報に関すること。 ごみ－６ ○

　④一次集積所、臨時ステーション選定作業に
　　 関すること。

ごみ－７ ○

　⑤二次仮置場の選定作業に関すること。 ごみ－８ ○

仮設トイレの設置に関すること。 ごみ－９ 応急 ○

ごみ、がれき、し尿の発生量推計に関すること。 ごみ－１０ 応急 ○

災害廃棄物処理実行計画策定に関すること。 ごみ－１１ 応急 ○

産業部

環境部

農水振
興班

農水
振興課

環境
保全班

環境
保全課

ごみ
減量班

ごみ
減量課
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所管施設利用者の安全確保に関すること。 環業－１ 応急 ○

職員・委託業者等の安否及び参集可否の確認に
関すること。

環業－２ 応急 ○

ごみ・し尿等処理施設の非常停止に関すること。 環業－３ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 環業－４ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 環業－５ ○

ごみ・し尿等処理の非常時優先業務に関すること。 環業－６ 応急 ○

土木工作班の編成に関すること。 土－１ 応急 ○

土木資機材等の準備に関すること。 土－２ 応急 ○

建設業者等への情報伝達及び協力要請に関する
こと。

土－３ 応急 ○

市道の通行の禁止又は制限に関すること。 土－４ 応急 ○

道路・橋梁・トンネル等の点検及び応急復旧に関
すること。

応急

　①道路・橋梁・トンネル等の点検に関すること。 土－５ ○

　②道路・橋梁・トンネル等の応急復旧に関するこ
と。（簡易な案件）

土－６ ○

道路等の障害物の除去に関すること。 土－７ 応急 ○

その他所管施設の被害調査及び復旧に関するこ
と。

応急

　①その他所管施設の被害調査に関すること。 土－８ ○

　②その他所管施設の復旧に関すること。
     （簡易な案件）

土－９ ○

班編成に関すること。 農地－１ 応急 ○

関係機関との連絡調整に関すること。 農地－２ 応急 ○

ため池の緊急点検及び復旧に関すること。 応急

　①ため池の緊急点検に関すること。 農地－３ ○

　②ため池の復旧に関すること。 農地－４ ○

その他所管施設の被害調査及び復旧に関するこ
と。

応急

　①その他所管施設の被害調査に関すること。 農地－５ ○

　②その他所管施設の復旧に関すること。 農地－６ ○

環境部

建設部

農地整
備班

農地整
備課

環境
業務班

環境
業務課

土木課土木班
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班編成に関すること。 河－１ 応急 ○

陸こう・樋門管理に関すること。 応急

　①陸こう・樋門管理点検及び被害調査
      に関すること。

河－２ ○

　②陸こう・樋門管理の応急復旧工事
      に関すること。

河－３ ○

災害情報の収集（土砂災害）及び愛知県との調整
に関すること。

河－４ 応急 ○

河川、海岸、漁港の点検及び応急復旧に関するこ
と。

応急

　①河川、海岸、漁港の応急復旧工事に関する
　　 こと。

河－５ ○

　②河川、海岸、漁港の点検及び被害調査に
　　 関すること。

河－６ ○

　③河川、海岸、漁港の応急復旧資材の調達に
      関すること。

河－７ ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 河－８ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 河－９ ○

河川･漁港等の障害物及び散乱物の除去に関する
こと。

河－１０ 応急 ○

震災復興都市計画に関すること。 都－１ 応急 ○

建設部の応援に関すること。 都－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 都－３ 応急 ○

建設部の応援に関すること。 公－１ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 公－２ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 公－３ ○

公園施設の活用に関すること。 公－４ 応急 ○

被災建築物の応急危険度判定に関すること。 建築－１ 応急 ○

建築基準法第８４条の規定による被災市街地の建
築制限に関する地域指定に関すること。

建築－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①施工中工事現場における安全確認 建築－３ ○

　②所管施設の被害調査に関すること。 建築－４ ○

　③所管施設の復旧に関すること。 建築－５ ○

応急仮設住宅の建設及び維持管理に関すること。 応急

　①応急仮設住宅建設用地の選定、状況調査、
      要望確認に関すること。

建築－６ ○

　②応急仮設住宅の業務調整に関すること。 建築－７ ○

　③応急仮設住宅入居希望調査に関すること。 建築－８ ○

被災宅地危険度判定に関すること。 建築－９ 応急 ○

被災住宅・建築物の応急補強対策等の相談に関
すること。

建築－１０ 応急 ○

住宅金融支援機構の特別融資に関すること。 建築－１１ 応急 ○

都市整
備部

公園
緑地課

建築班

河川港
湾班

河川港
湾課

建設部

都市
計画班

都市
計画課

公園
緑地班

建築課
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水道庁舎及び附属建物の機能維持に関すること。 水経－１ 応急 ○

佐久島地区の上水道に関すること。 水経－２ 通常 ○

部内他班の応援に関すること。 水経－３ 通常 ○

応急給水に関すること。 水営－１ 応急 ○

給水車等の確保に関すること。 水営－２ 応急 ○

水道整備班及び下水道整備班の応援に関するこ
と。

水営－３ 通常 ○

水道施設の被害状況調査及び復旧対策に関する
こと。

水整－１ 応急 ○

集中監視制御設備の運転及び維持管理に関する
こと。

水整－２ 応急 ○

水道施設及びこれに附属する施設の維持管理に
関すること。

水整－３ 応急 ○

無線局に関すること。 水整－４ 通常 ○

調査班の編成に関すること。 下整－１ 応急 ○

民間企業等との連絡調整に関すること。 下整－２ 応急 ○

所管施設の被害調査（一次）に関すること。 下整－３ 応急 ○

所管施設の応急処置に関すること。 下整－４ 応急 ○

所管施設の被害調査（二次）に関すること。 下整－５ 応急 ○

所管施設の機能回復及び被害調査（三次）に関す
ること。

下整－６ 応急 ○

医療に関すること。 病診看－１ 応急 ○

入院・外来患者の看護・保護及び避難誘導に関す
ること。

病診看－２ 応急 ○

救護班による救護ができない者の収容及び治療に
関すること。

病診看－３ 応急 ○

救護班の編成及び派遣に関すること。 病診看－４ 応急 ○

環境衛生の保持及び指導に関すること。 病診看－５ 応急 ○

救急医薬品及び衛生材料の管理に関すること。 病診看－６ 応急 ○

栄養指導及び収容者の給食に関すること。 病診看－７ 応急 ○

病院職員の出勤状況の取りまとめに関すること。 病事－１ 応急 ○

収容者の受付に関すること。 病事－２ 応急 ○

病院施設の機能維持に関すること。 病事－３ 応急 ○

救護医薬品・衛生材料等の調達に関すること。 病事－４ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 教－１ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 教－２ ○

校具及び教具に関すること。 教－３ 通常 ○

文教関係の災害資料及び記録の作成に関するこ
と。

教－４ 応急 ○
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学校等への警戒・避難情報伝達に関すること。 学－１ 応急 ○

児童・生徒の被災状況の調査に関すること。 学－２ 応急 ○

児童・生徒の安全確保に関すること。 学－３ 応急 ○

教科書、学用品に関すること。 学－４ 応急 ○

学校の管理・運営に関すること。 学－５ 通常 ○

所管施設への警戒・避難情報伝達に関すること。 生－１ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 生－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 生－３ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 生－４ ○

所管施設の活用への協力に関すること。 生－５ 応急 ○

公民館の管理・運営に関すること。 生－６ 通常 ○

所管施設への警戒・避難情報伝達に関すること。 文－１ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 文－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 文－３ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 文－４ ○

所管施設の活用への協力に関すること。 文－５ 応急 ○

文化財の保護及び被害状況の調査に関すること。 文－６ 応急 ○

市史編さんに関すること。 文－７ 通常 ○

所管施設への警戒・避難情報伝達に関すること。 図－１ 応急 ○

所管施設利用者の安全確保に関すること。 図－２ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 図－３ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 図－４ ○

所管施設の活用への協力に関すること。 図－５ 応急 ○

消防団に関すること。 消総－１ 応急 ○

防災関係機関との連絡調整に関すること。 消総－２ 応急 ○

消防の広域応援要請及び受入れに関すること。 消総－３ 応急 ○

所管施設の被害調査及び復旧に関すること。 応急

　①所管施設の被害調査に関すること。 消総－４ ○

　②所管施設の復旧に関すること。 消総－５ ○

備蓄資機材等の調達・供給に関すること。 消総－６ 応急 ○

消防車両等の燃料及び職員の食料、寝具等の調
達に関すること。

消総－７ 通常 ○

緊急消防援助隊の受け入れに関すること。 消総－８ 応急 ○
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消防の災害活動状況の把握に関すること。 予防－１ 応急 ○

消防車両による住民等への警戒・災害情報伝達に
関すること。

予防－２ 応急 ○

危険物等の規制と支援に関すること。 予防－３ 応急 ○

危険物施設の安全確認及び許認可事務に関する
こと。

予防－４ 通常 ○

液化石油ガスの届出受付事務に関すること。 予防－５ 通常 ○

通信施設の運用、通信手段の確保及び各種情報
の受領と伝達に関すること。

指令－１ 応急 ○

通報の受付、出動指令等に関すること。 指令－２ 応急 ○

消防職員の招集及び参集状況の把握に関するこ
と。

指令－３ 応急 ○

気象情報、災害情報及び火災警報に関すること。 指令－４ 通常 ○

消防活動における情報の収集・伝達・記録に関す
ること。

指令－５ 応急 ○

消防部指揮本部の設置及び指揮命令系統に関す
ること。

指令－６ 応急 ○

活動部隊の編成・運用に関すること。 指令－７ 応急 ○

活動隊への情報提供及び安全管理に関すること。 指令－８ 応急 ○

火災の原因及び損害の調査に関すること。 指令－９ 通常 ○

避難のための立ち退きの避難指示及び誘導に関
すること。

消署－１ 応急 ○

消防活動（火災・救急・救助等）の実施に関するこ
と。

消署－２ 応急 ○

北・東出張所の活動に関すること。 消署－３ 応急 ○

各分署の活動に関すること

　①西分署の活動に関すること 消署－４ 応急 ○

　②一色分署の活動に関すること 消署－５ 応急 ○

　③佐久島分遣所の活動に関すること 消署－６ 応急 ○

　④吉良分署の活動に関すること 消署－７ 応急 ○

　⑤幡豆分署の活動に関すること 消署－８ 応急 ○

避難場所、避難所及び他部の協力に関すること。 会－１ 応急 ○

市民からの問い合わせの対応に関すること。 会－２ 応急 ○

公金の支払いに関すること。 会－３ 応急 ○

応援救助に要する経費の経理に関すること 会－４ 応急 ○

災害対応に必要な経費の支払いに関すること。 会－５ 応急 ○

現金及び財産の記録管理に関すること。 会－６ 通常 ○

義援金の受付、収納及び支払いに関すること。 会－７ 通常 ○
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正副議長、各議員とその家族の安否確認に関する
こと。

議－１ 応急 ○

正副議長、各議員からの情報収集に関すること。 議－２ 通常 ○

正副議長、各議員への情報提供に関すること。 議－３ 通常 ○

避難場所、避難所及び他部の協力に関すること。 議－４ 応急 ○

議長及び議員の災害視察に関すること。 議－５ 応急 ○

災害関係議会資料の作成に関すること。 議－６ 応急 ○

議会の運営に関すること。 議－７ 通常 ○

災害視察者の受入れに関すること。 議－８ 応急 ○

避難場所、避難所及び他部の協力に関すること。 監－１ 応急 ○

市民からの問い合わせの対応に関すること。 監－２ 応急 ○
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